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御中 
 
 
 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」掲示等について 

 

 

標記について、国税庁課税部酒税課長から別紙１のとおり依頼がありました。 

ついては、標記ポスターが各国税局等から貴課へ直接送付されますので、貴

職及び学校の意向や実情を踏まえ、学校に負担のかからない配布方法等について

御検討いただき、必要に応じて御活用くださいますようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校（以下「学校」という。）及び域内の市

区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学

校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人におかれてはそ

の 設 置 す る 学 校 に 対 し て 周 知 さ れ る よ う お 願 い し ま す 。 

なお、ポスターの内容や部数等に関することは、各都道府県を所轄する国

税 局 （ 別 紙 ２ 参 照 ） ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

 

 

 

 
（本件担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課がん教育推進係 

TEL：03-6734-2931（直通） 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人担当課 



 

課 酒 ６ － ７ 

令和６年１月 29 日 

 

         

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 殿 

 

 

国税庁課税部酒税課長 

 

 

「20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」の掲示等について（依頼） 

 

 

平素より酒類行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会では、毎年４月を「20 歳未満飲酒防止強調月間」

と定め、関係省庁は全国的な広報・啓発活動を行い、国民の 20 歳未満の者の飲酒防止に関する意識の

向上等を図ることとしており、本年も「20 歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」（別添）により、全国

的な広報・啓発活動を行いたいと考えております。 

当該ポスターは、都道府県、市区町村、警察署、中学校、高等学校、保健所等の公共施設における掲

示を別途お願いしているところであり、各国税局等から各都道府県の貴省関係部局に所要の部数を送付

等することとしております。 

つきましては、貴省におかれましても、ポスターを掲示していただくとともに、各都道府県の貴省関

係部局に対してポスターの掲示を御指導いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、当該ポスターは、20 歳未満の者自身をはじめ、国民の 20歳未満の者の飲酒防止に関する知識

の啓発を図る観点から作成し、配付するものですので、「20歳未満飲酒防止強調月間」終了後も引き続

き掲示していただきますよう併せてお願いいたします。 
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